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１．はじめに 

本資料において、伊方発電所３号炉の標準応答スペクトルを考慮

した基準地震動の追加に関する当社の技術的能力について、「原子

力事業者の技術的能力に関する審査指針(平成 16 年５月 27 日、原子

力安全委員会決定)」（以下「技術的能力指針」という。）への適合

性を示す。 

 

２．技術的能力指針との対応について 

伊方発電所に関する技術的能力については、次の６項目に分けて

説明する。また、技術的能力指針との対応を併せて示す。 

（１）組 織     ⇔   指針１ 設計及び工事のための組織 

指針５ 運転及び保守のための組織 

（２）技術者の確保 ⇔   指針２ 設計及び工事に係る技術者の確保 

指針６ 運転及び保守に係る技術者の確保 

（３）経 験     ⇔  指針３ 設計及び工事の経験 

指針７ 運転及び保守の経験 

（４）品質保証活動 ⇔   指針４ 設計及び工事に係る品質保証活動 

指針８ 運転及び保守に係る品質保証活動 

（５）教育・訓練  ⇔  指針９ 技術者に対する教育・訓練 

（６）有資格者等の選任・配置 ⇔  指針 10 有資格者等の選任・配置 
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３．技術的能力指針への適合性について 

伊方発電所に関する技術的能力について、技術的能力指針への適合性を示す。
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原子力事象者の技術的能力に関する審査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定） 技術的能力の適合性 

（既許可（伊方発電所３号炉設置変更許可：令和 5 年 2 月 8

日付け原規規発第 2302083 号）からの変更点なし） 

比較表 

該当箇所 用件 要求事項 要求事項に対する解説 

組織 

指針 1 設計

及び工事のた

めの組織 

事業者において、設計及び工事

を適確に遂行するに足りる、役

割分担が明確化された組織が適

切に構築されていること。 

 

１）「設計及び工事」の範囲は、当該事業の許可等に係る

使用前検査に合格するまでをいう。但し、廃棄の事業

のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度

がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受

け入れ施設に受け入れる時点より前をいう。 

２）「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わ

せて構築する方針が適切に示されている場合を含む。 

設計及び工事の業務については、設計方針を原子力本部の

原子力部及び土木建築部にて定め、現地における具体的な設

計及び工事の業務は伊方発電所にて実施する。 

設計及び工事の業務における役割分担については、伊方発

電所原子炉施設保安規定（以下、「保安規定」という。）等

に定められた業務所掌を記載しており、設計及び工事の進捗

に合わせて、担当する組織を決定し、構築する方針に変更は

ないことから、適合性は確保している。 

運転及び保守の業務については、保安規定にて定められた

業務所掌に基づき、伊方発電所の組織により対応する。 

運転及び保守の業務における役割分担については、保安規

定に定められた業務所掌を記載しており、運転及び保守を適

切に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織を構築

する方針に変更はないことから、適合性は確保している。 

なお、発電用原子炉施設の保安に関する重要事項を審議す

る委員会として、保安規定に基づき本店に原子力発電安全委

員会を設置し、発電用原子炉施設の保安運営に関する重要事

項を審議する委員会として、保安規定に基づき伊方発電所に

伊方発電所安全運営委員会を設置することとしており変更は

ない。 

別紙 

１.組織 

（P1～2） 

及び 

第 5.1 図 

（P9～10） 

指針 5 運転

及び保守のた

めの組織 

事業者において、運転及び保守

を適確に遂行するに足りる、役

割分担が明確化された組織が適

切に構築されているか、又は構

築される方針が適切に示されて

いること。 

１）「運転及び保守」の範囲は、当該事業の許可等に係る

使用前検査に合格し、施設の使用を開始した後をい

う。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業につい

ては使用前検査の制度がないことから、当該許可等に

係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れた時点以

降をいう。 

２）「組織」には、施設の保安に関する事項を審議する委

員会等を必要に応じて含むこと。 

別紙 

１.組織 

（P1～2） 

及び 

第 5.1 図 

（P9～10） 

及び 

第 5.2 図 

（P11） 

技術者 

の確保 

指針 2 設計

及び工事に係

る技術者の確

保 

事業者において、設計及び工事

を行うために必要となる専門知

識及び技術・技能を有する技術

者が適切に確保されているこ

と。 

１）「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主

任者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技

術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連

のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含

む。 

２）「確保されている」には、設計及び工事の進捗に合わ

せて確保する方針が適切に示されている場合を含む。 

設計及び工事を行うための技術者の確保については、設計

及び工事の進捗により、技術者の休暇、疾病等による欠員、

人事異動等を踏まえても、専門知識及び技術・技能を有する

技術者を確保するよう、代行者等の要員は確保している。原

子炉主任技術者においては、原子炉毎に選任することが定め

られていること、また代行者 1 名を選任することから、必要

人数は 2 名であり、必要人数は確保されている。 

今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円

滑かつ確実な業務遂行を図るため、必要な教育及び訓練を行

うとともに、採用を通じ技術者を確保し、必要な有資格者と

技術者を継続的に育成し、確保する。 

別紙 

２.技術者の確

保（P2～3） 

及び 

第 5.1 表（P8） 

指針 6 運転

及び保守に 

事業者において、運転及び保守

を行うために必要となる専門知 

「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任

者、放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術

者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連の 

別紙 

２.技術者の確

保（P2～3） 

及び 

第 5.1 表（P8） 
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原子力事象者の技術的能力に関する審査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定） 技術的能力の適合性 

（既許可（伊方発電所３号炉設置変更許可：令和 5 年 2 月 8

日付け原規規発第 2302083 号）からの変更点なし） 

比較表 

該当箇所 用件 要求事項 要求事項に対する解説 

技術者の 

確保(続き) 

係る技術者 

の確保 

識及び技術・技能を有する技術

者が適切に確保されているか、

又は確保する方針が適切に示さ

れていること。 

ある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。 （前頁に記載） （前頁に記載） 

経験 

指針 3 設計

及び工事の経

験 

事業者において、当該事業等に

係る同等又は類似の施設の設計

及び工事の経験が十分に具備さ

れていること 

「経験が十分に具備されていること」には、当該事業等

に係る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や

関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲

得されているか、又は設計及び工事の進捗に合わせて

獲得する方針が適切に示されていることを含む。 

当社は、昭和 31 年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準

備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係

諸施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めてきた。 

また、当社は、伊方発電所の建設時及び改造時（平成 13 年

に 1 号、2 号及び 3 号炉共用の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能

力の変更、重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設

設置工事等）の設計及び工事を通して豊富な経験を有し、技

術力を維持している。 

 加えて、昭和 52 年９月に伊方発電所１号炉の営業運転を開

始して以来、計３基の原子力発電所を有し、45 年を超えて順

調な運転を行っており、運転及び保守について十分な経験を

有している。 

 さらに、３号炉を対象とした大規模損壊を含む重大事故等

については、必要な対策工事を実施し、訓練を通じて事故対

応能力の維持、向上を図っており適合性は確保している。 

別紙 

３.経験 

（P3～4） 

指針 7 運転

及び保守の経

験 

事業者において、当該事業等に

係る同等又は類似の施設の運転

及び保守の経験が十分に具備さ

れているか、又は経験を獲得す

る方針が適切に示されているこ

と。 

「経験が十分に具備されている」には、当該事業等に係

る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連

施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得さ

れていることを含む。 
別紙 

３.経験 

（P3～4） 

 

 

 

 

品質保証 

活動 

 活動 

 

 

 

指針 4 設計

及び工事に係

る品質保証活

動 

 

事業者において、設計及び工事

を適確に遂行するために必要な

品質保証活動を行う体制が適切

に構築されていること。 

１）「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせ

て構築する方針が適切に示されている場合を含む。 

２）「品質保証活動」には、設計及び工事における安全を確

保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画

に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとと

もに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られ

る仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化さ

れ、管理される仕組みを含むこと。 

３）「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を

行う委員会等を必要に応じて含むこと。 

 品質保証活動は、原子力発電所の安全を達成、維持及び向

上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則（解釈を含む）」及

び「設置変更許可申請書本文第十一号「発電用原子炉施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関す

る事項」」に基づき、健全な安全文化を育成し、及び維持す

るための活動、関係法令の遵守に係る活動等を含めた保安規

定第３条（品質マネジメントシステム計画）を品質マニュア

ル計画として定め、品質マネジメントシステムを確立し、実

施し、評価確認した後、継続的に改善している。 

別紙 

４.品質保証活

動（P4～6） 

及び 

第 5.3 図 

（P12～13） 
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原子力事象者の技術的能力に関する審査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定） 技術的能力の適合性 

（既許可（伊方発電所３号炉設置変更許可：令和 5 年 2 月 8

日付け原規規発第 2302083 号）からの変更点なし） 

比較表 

該当箇所 用件 要求事項 要求事項に対する解説 

 

 

 

品質保証 

活動（続

き） 

指針 8 運転

及び保守に係

る品質保証活

動 

事業者において、運転及び保守

を適確に遂行するために必要な

品質保証活動を行う体制が適切

に構築されているか、又は構築

される方針が適切に示されてい

ること。 

１）「品質保証活動」には、運転及び保守における安全を確

保するための最高責任者の方針を定め、品質保証計画

に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うとと

もに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られ

る仕組みを含むこと。また、それらの活動が文書化さ

れ、管理される仕組みを含むこと。 

２）「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を

行う委員会等を必要に応じて含むこと。 

また、設計及び運転等の各段階における品質保証活動は、こ

の品質マネジメントシステムに基づき品質保証活動を行う体

制を適切に構築し、実施しており、品質保証活動に必要な文書

を定め、品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善を実

施する仕組み及び役割を明確にした体制は構築しているため、

適合性は確保している。 

別紙 

４.品質保証活

動（P4～6） 

及び 

第 5.3 図 

（P12～13） 

教育・訓練 

指針 9 技術

者に対する教

育・訓練 

事業者において、確保した技術

者に対し、その専門知識及び技

術・技能を維持・向上させるた

めの教育・訓練を行う方針が適

切に示されていること。 

 ―  伊方発電所の技術者の教育・訓練は、当社原子力保安研修

所のほか、国内の原子力関係機関において、各職能、目的に

応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門

知識・技能の習得及び習熟に努めている。なお、指針の「技 

術」は、本申請において、技能の習得を表しており、指針の 

「技能」は、本申請において、技能の習熟を表している。 

また、伊方発電所においては、原子力安全の達成に必要な

技術的能力を維持・向上させるため、保安規定に基づき教育

の実施計画を立て教育を実施しており、教育・訓練を行う方

針に変更はないため、適合性は確保している。 

別紙 

５．教育・訓練 

(P6) 

 有資格者等 

 の選任・ 

配置 

指針 10 有

資格者等の選

任・配置 

事業者において、当該事業等の

遂行に際し法又は法に基づく規

則により有資格者等の選任が必

要となる場合、その職務が適切

に遂行できるよう配置されてい

るか、又は配置される方針が適

切に示されていること。 

「有資格者等」とは、原子炉主任技術者免状若しくは核

燃料取扱主任者免状を有する者又は運転責任者として基

準に適合した者をいう。 

伊方発電所では、発電用原子炉主任技術者等の有資格者の選

任及び配置については、職務が適切に遂行できるよう有資格者

等を配置しているため、適合性は確保している。 

別紙 

６．有資格者 

等の選任・配置 

(P6～7) 

 

  別紙 伊方発電所３号炉 設置変更許可申請書 添付五 比較表 

 



伊方発電所３号炉 設置変更許可申請書 添付五 比較表 
 

1 

令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

添 付 書 類 五 

 

変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する 

技術的能力に関する説明書 

 

本変更に係る３号炉の発電用原子炉施設の設計及び工事，並びに運転及び保守（以下「設

計及び運転等」という。）のための組織，技術者の確保，経験，品質保証活動，教育・訓

練及び有資格者等の選任・配置については次のとおりである。 

 

１．組 織 

令和４年７月１日現在における原子力発電に係る組織を第 5.1図に示す。 

これらの組織は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 43条

の３の 24の規定に基づく伊方発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）

等で定められた業務所掌に基づき明確な役割分担のもとで伊方発電所の設計及び運転

等に係る業務を適確に行っている。 

本変更に係る設計及び工事の業務について，設計方針については，原子力本部の原子

力部及び土木建築部にて定め，現地における具体的な設計及び工事の業務は，伊方発電

所において実施する。 

本変更に係る運転及び保守の業務については，第 5.1図に示す伊方発電所の既存の組

織にて実施する。 

安全技術課は重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故が発生した場合（以下

「重大事故等発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備に関する業務，大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関する業務及び非常時の措置に関する業務を，原子燃料課は炉

心の管理及び燃料の管理に関する業務を，放射線・化学管理課は放射性固体・液体・気

体廃棄物管理，放射線管理及び化学管理に関する業務並びに有毒ガス発生時における運

転員等の防護のための活動を行う体制の整備に関する業務を，発電課は発電用原子炉施

設の運転に関する業務を，保修統括課は発電用原子炉施設の保修，改造に関する総括 

業務，火災(初期消火活動に関する業務を除く。)，内部溢水，火山現象（降灰）による

影響が発生し，又は発生する恐れがある場合における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関する業務及びその他自然災害発生時における発電用原子炉

施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する業務を，機械計画第一課，機械計画

第二課，電気計画課，計装計画課及び設備改良工事課は発電用原子炉施設（土木・建築

設備を除く。）の保修，改造に関する業務を，土木建築保守課は発電用原子炉施設のう

ち土木・建築設備の保修，改造に関する業務を，土木建築工事課は発電用原子炉施設の

うち土木・建築設備の工事に関する業務を，総務課は初期消火活動に関する業務を，施

設防護課は施設の出入管理に関する業務を第 5.1 図に示す伊方発電所の既存の組織に

て実施する。 

添 付 書 類 五 

 

変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する 

技術的能力に関する説明書 

 

本変更に係る３号炉の発電用原子炉施設の設計及び工事，並びに運転及び保守（以下「設

計及び運転等」という。）のための組織，技術者の確保，経験，品質保証活動，教育・訓

練及び有資格者等の選任・配置については次のとおりである。 

 

１．組 織 

令和４年７月１日現在における原子力発電に係る組織を第 5.1図に示す。 

これらの組織は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 43条

の３の 24の規定に基づく伊方発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）

等で定められた業務所掌に基づき明確な役割分担のもとで伊方発電所の設計及び運転

等に係る業務を適確に行っている。 

本変更に係る設計及び工事の業務について，設計方針については，原子力本部の原子

力部及び土木建築部にて定め，現地における具体的な設計及び工事の業務は，伊方発電

所において実施する。 

本変更に係る運転及び保守の業務については，第 5.1図に示す伊方発電所の既存の組

織にて実施する。 

安全技術課は重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故が発生した場合（以下

「重大事故等発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備に関する業務，大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関する業務及び非常時の措置に関する業務を，原子燃料課は炉

心の管理及び燃料の管理に関する業務を，放射線・化学管理課は放射性固体・液体・気

体廃棄物管理，放射線管理及び化学管理に関する業務並びに有毒ガス発生時における運

転員等の防護のための活動を行う体制の整備に関する業務を，発電課は発電用原子炉施

設の運転に関する業務を，保修統括課は，発電用原子炉施設の保修，改造に関する総括

業務，火災(初期消火活動に関する業務を除く。)，内部溢水，火山現象（降灰）による

影響が発生し，又は発生する恐れがある場合における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関する業務及びその他自然災害発生時における発電用原子炉

施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する業務を，機械計画第一課，機械計画

第二課，電気計画課，計装計画課及び設備改良工事課は発電用原子炉施設（土木・建築

設備を除く。）の保修，改造に関する業務を，土木建築保守課は発電用原子炉施設のう

ち土木・建築設備の保修，改造に関する業務を，土木建築工事課は発電用原子炉施設の

うち土木・建築設備の工事に関する業務を，総務課は初期消火活動に関する業務を，施

設防護課は施設の出入管理に関する業務を第 5.1 図に示す伊方発電所の既存の組織に

て実施する。 
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既許可（伊方発電所３号炉設置変更許可：令和 5年 2 月 8日

付け原規規発第 2302083号）の記載に同じ（以下、本別紙に

おいて同じ） 
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令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

運転及び保守の業務のうち，自然災害や重大事故等にも適確に対処するため，あらか

じめ，発電所長を本部長とした原子力防災組織を構築し対応する。本部長が非常体制を

発令した場合，平時の業務体制から速やかに原子力防災組織を設置する。 

原子力防災組織を第 5.2図に示す。 

この組織は，伊方発電所の組織要員により構成され，原子力災害への移行時には，原

子力本部（松山）及び本店（高松）の原子力防災組織と連携し，外部からの支援を受け

ることとする。自然災害又は重大事故等が発生した場合は，発電所災害対策要員にて初

期活動を行い，原子力防災管理者（発電所長）の指示の下，発電所外から参集した参集

要員が役割分担に応じて対処する。また，重大事故等の発生と自然災害の発生が重畳し

た場合には，原子力防災組織にて適確に対処する。 

発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議するものとして，保安規定に基づき本店

に原子力発電安全委員会を，伊方発電所に伊方発電所安全運営委員会を設置している。

原子力発電安全委員会は，主に保安規定等の発電用原子炉施設の保安に関する基本的事

項を審議する。伊方発電所安全運営委員会は，発電所で作成すべき手順書の制定・改正

等の発電用原子炉施設の保安運営に関する具体的事項を審議する。 

 

２．技術者の確保 

（１）技術者数 

技術者とは，技術系社員のことを示しており，令和４年７月１日現在，原子力本部

の原子力部及び伊方発電所並びに土木建築部における技術者の人数は 416名である。 

このうち，10年以上の経験年数を有する特別管理者が 56名在籍している。 

伊方発電所における技術者の人数は 312名である。 

 

（２）有資格者数 

令和４年７月１日現在，原子力本部の原子力部及び伊方発電所並びに土木建築部に

おける有資格者の人数は，次のとおり。 

 

原子炉主任技術者              13名 

第一種放射線取扱主任者           55名 

第一種ボイラー・タービン主任技術者          ４名 

第一種電気主任技術者            10名 

 

運転責任者として原子力規制委員会が定める 

基準に適合した者              14名 

 

また，自然災害や重大事故等の対応として資機材の運搬等を行うこととしており， 

大型自動車等の資格を有する技術者についても確保している。 

現在，確保している技術者数にて本変更に係る設計及び運転等に対処が可能である

運転及び保守の業務のうち，自然災害や重大事故等にも適確に対処するため，あらか
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発令した場合，平時の業務体制から速やかに原子力防災組織を設置する。 

原子力防災組織を第 5.2図に示す。 

この組織は，伊方発電所の組織要員により構成され，原子力災害への移行時には，原

子力本部（松山）及び本店（高松）の原子力防災組織と連携し，外部からの支援を受け

ることとする。自然災害又は重大事故等が発生した場合は，発電所災害対策要員にて初

期活動を行い，原子力防災管理者（発電所長）の指示の下，発電所外から参集した参集

要員が役割分担に応じて対処する。また，重大事故等の発生と自然災害の発生が重畳し

た場合には，原子力防災組織にて適確に対処する。 

発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議するものとして，保安規定に基づき本店

に原子力発電安全委員会を，伊方発電所に伊方発電所安全運営委員会を設置している。

原子力発電安全委員会は，主に保安規定等の発電用原子炉施設の保安に関する基本的事

項を審議する。伊方発電所安全運営委員会は，発電所で作成すべき手順書の制定・改正

等の発電用原子炉施設の保安運営に関する具体的事項を審議する。 
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伊方発電所における技術者の人数は 312名である。 

 

（２）有資格者数 

令和４年７月１日現在，原子力本部の原子力部及び伊方発電所並びに土木建築部に

おける有資格者の人数は，次のとおり。 
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また，自然災害や重大事故等の対応として資機材の運搬等を行うこととしており， 
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令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

が，今後とも設計及び運転等を適切に行い，安全を確保し，円滑かつ確実な業務遂行

を図るため，必要な教育及び訓練を行うとともに，採用を通じ，必要な有資格者数と

技術者数を継続的に確保し，配置する。 

令和４年７月１日現在，原子力本部の原子力部及び伊方発電所並びに土木建築部に

おける技術者及び有資格者の人数を第 5.1表に示す。 

 

３．経 験 

当社は，昭和 31 年以来，原子力発電に関する諸調査，諸準備等を進めるとともに，

技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し，技術的能力の蓄積に努めてき

た。 

また，昭和 52 年９月に伊方発電所１号炉の営業運転を開始して以来，計３基の原子

力発電所を有し，平成 29 年６月に廃止措置計画の認可を受けた伊方発電所１号炉及び

令和２年 10 月に廃止措置計画の認可を受けた伊方発電所２号炉を除き，今日において

は，１基の原子力発電所を有し，順調な運転を行っている。 

 

 

原子力発電所  （原子炉熱出力）     営業運転の開始 

伊方発電所１号炉 （約 1,650MW）   昭和 52年９月 30日 

２号炉 （約 1,650MW）  昭和 57年３月 19日 

３号炉 （約 2,660MW）  平成６年 12月 15日 

 

当社は，伊方発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通して豊富な経験を有し，

技術力を維持している。 

また，営業運転開始以来，計３基の原子力発電所において，45年を超える運転を行っ

ており，運転及び保守について十分な経験を有している。 

本変更に関して，設計及び運転等の経験として伊方発電所において平成 13 年には１

号，２号及び３号炉共用の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の変更，平成 17 年には３号

炉の高燃焼度燃料導入に伴う設計検討並びに平成 21 年には１号，２号及び３号炉共用

の圧縮減容施設設置等の設計及び工事を順次実施している。また，平成 25 年には，３

号炉の重大事故等対処施設等の工事，令和元年には特定重大事故等対処施設設置工事を

実施している。 

耐震安全性向上のため，平成 19 年から３号炉の安全注入系配管，補助給水系配管等

の支持構造物について設計及び工事を実施している。 

更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として，代替再循環，代

替補機冷却，格納容器内自然対流冷却，格納容器内注水の設備改造を検討し対策工事を

実施している。 

経済産業大臣の平成 23 年３月 30 日付，平成 23・03・28 原第７号による指示に基づ

く緊急安全対策として，空冷式非常用発電装置，電源車，消防ポンプ等の配備について，

が，今後とも設計及び運転等を適切に行い，安全を確保し，円滑かつ確実な業務遂行

を図るため，必要な教育及び訓練を行うとともに，採用を通じ，必要な有資格者数と

技術者数を継続的に確保し，配置する。 

令和４年７月１日現在，原子力本部の原子力部及び伊方発電所並びに土木建築部に

おける技術者及び有資格者の人数を第 5.1表に示す。 

 

３．経 験 

当社は，昭和 31 年以来，原子力発電に関する諸調査，諸準備等を進めるとともに，

技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し，技術的能力の蓄積に努めてき

た。 
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力発電所を有し，平成 29 年６月に廃止措置計画の認可を受けた伊方発電所１号炉及び

令和２年 10 月に廃止措置計画の認可を受けた伊方発電所２号炉を除き，今日において

は，１基の原子力発電所を有し，順調な運転を行っている。 
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伊方発電所１号炉 （約 1,650MW）   昭和 52年９月 30日 
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当社は，伊方発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通して豊富な経験を有し，
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また，営業運転開始以来，計３基の原子力発電所において，45年を超える運転を行っ

ており，運転及び保守について十分な経験を有している。 

本変更に関して，設計及び運転等の経験として伊方発電所において平成 13 年には１
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の支持構造物について設計及び工事を実施している。 

更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として，代替再循環，代

替補機冷却，格納容器内自然対流冷却，格納容器内注水の設備改造を検討し対策工事を

実施している。 

経済産業大臣の平成 23 年３月 30 日付，平成 23・03・28 原第７号による指示に基づ
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伊方発電所３号炉 設置変更許可申請書 添付五 比較表 
 

4 

令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

設計検討を行い，対策工事を実施している。 

上記に係る運転，保守に関する社内規定の改正対応や習熟訓練による運転の知識・技

能の向上を図るとともに，工事に関連する保守経験を継続的に積み上げている。 

また，運転等の経験として当社で発生したトラブルの対応を実施することや，国内外

のトラブル情報を入手し，情報毎に水平展開の必要性を技術的に検討することにより，

トラブルに関する運転経験の積み上げを継続的に実施している。 

さらに，３号炉を対象とした重大事故等の対策において，地震，津波，竜巻，火山，

火災，溢水を考慮した設計の検討，必要な対策工事及び大規模損壊に対応するための検

討を実施するとともに，これら重大事故等発生時の対応に必要な社内規定の整備や訓練

を実施し，経験や知識を継続的に積み上げている。 

以上のとおり，本変更に係る同等及び類似の設計及び運転等の経験を十分に有してお

り，今後も継続的に経験を積み上げていく。 

 

４．品質保証活動 

当社における品質保証活動は，原子力発電所の安全を達成，維持及び向上させるため

に，「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」

及び「同規則の解釈」並びに設置変更許可申請書本文第十一号「発電用原子炉施設の保

安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」に基づき，健全な安

全文化を育成し，及び維持するための活動，関係法令の遵守に係る活動等を含めた保安

規定第３条（品質マネジメントシステム計画）を品質マニュアルとして定め，品質マネ

ジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善している。 

 

本変更に係る設計及び運転等の各段階における品質保証活動は，この品質マネジメン

トシステムに基づき品質保証活動を行う体制を適切に構築し，実施していることを以下

に示す。 

 

（１）品質保証活動の体制 

当社における品質保証活動は，品質マニュアルに基づく社内規定及びこれらの文書

の中で明確にした記録で構成する文書体系を構築し，実施している。品質保証活動に

係る文書体系を第 5.3図に示す。 

また，品質保証活動に係る体制は，品質マニュアルに基づき，社長を最高責任者と

し，実施部門である原子力部，土木建築部，原子力保安研修所及び伊方発電所並びに

供給者の選定に関する業務を行う資材部及び監査部門である考査室原子力監査担当

で構築している。 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，品質保証活動の体制の実

効性を維持することの責任と権限を有し，品質方針を設定し，原子力の安全を確保す

ることの重要性が組織内に伝達され，理解されることを確実にするとともに，要員が

健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献できるようにする。 

設計検討を行い，対策工事を実施している。 
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トラブルに関する運転経験の積み上げを継続的に実施している。 

さらに，３号炉を対象とした重大事故等の対策において，地震，津波，竜巻，火山，

火災，溢水を考慮した設計の検討，必要な対策工事及び大規模損壊に対応するための検

討を実施するとともに，これら重大事故等発生時の対応に必要な社内規定の整備や訓練

を実施し，経験や知識を継続的に積み上げている。 

以上のとおり，本変更に係る同等及び類似の設計及び運転等の経験を十分に有してお

り，今後も継続的に経験を積み上げていく。 

 

４．品質保証活動 

当社における品質保証活動は，原子力発電所の安全を達成，維持及び向上させるため

に，「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」

及び「同規則の解釈」並びに設置変更許可申請書本文第十一号「発電用原子炉施設の保

安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」に基づき，健全な安

全文化を育成し，及び維持するための活動，関係法令の遵守に係る活動等を含めた保安

規定第３条（品質マネジメントシステム計画）を品質マニュアルとして定め，品質マネ

ジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善している。 

 

本変更に係る設計及び運転等の各段階における品質保証活動は，この品質マネジメン

トシステムに基づき品質保証活動を行う体制を適切に構築し，実施していることを以下

に示す。 

 

（１）品質保証活動の体制 

当社における品質保証活動は，品質マニュアルに基づく社内規定及びこれらの文書

の中で明確にした記録で構成する文書体系を構築し，実施している。品質保証活動に

係る文書体系を第 5.3図に示す。 

また，品質保証活動に係る体制は，品質マニュアルに基づき，社長を最高責任者と

し，実施部門である原子力部，土木建築部，原子力保安研修所及び伊方発電所並びに

供給者の選定に関する業務を行う資材部及び監査部門である考査室原子力監査担当

で構築している。 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，品質保証活動の体制の実

効性を維持することの責任と権限を有し，品質方針を設定し，原子力の安全を確保す

ることの重要性が組織内に伝達され，理解されることを確実にするとともに，要員が

健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献できるようにする。 
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5 

令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

各業務を主管する組織の長は，品質方針に従い，品質保証活動の計画，実施，評価

及び改善を行い，その活動結果について，実施部門の品質マネジメントシステム管理

責任者である原子力本部長がマネジメントレビューに用いる情報として社長へ報告

している。 

各業務を主管する組織の長は，業務の実施に際して，業務に対する要求事項を満足

するように定めた社内規定に基づき，責任をもって個々の業務を実施し，要求事項へ

の適合及び品質保証活動の実効性を実証するために必要な記録を作成し，管理してい

る。 

考査室原子力監査担当部長は，監査部門の品質マネジメントシステム管理責任者と

して，実施部門から独立した立場で内部監査を実施し，監査結果をマネジメントレビ

ューに用いる情報として社長へ報告している。 

社長は，報告されたマネジメントレビューに用いる情報の内容を基にマネジメント

レビューを実施し，品質方針の見直しや品質保証活動の改善のための指示を行ってい

る。 

本店の原子力発電所品質保証委員会では，第 5.1図に示す原子力関係組織（考査室

原子力監査担当を除く。）の品質マネジメントシステムの実効性をレビューする。ま

た，伊方発電所の伊方発電所品質保証運営委員会による発電所レビューでは，伊方発

電所の品質マネジメントシステムの実効性をレビューする。 

 

これらのレビュー結果により保安規定や社内規定を改正する必要がある場合は，別

途，本店の原子力発電安全委員会，原子力発電所品質保証委員会，伊方発電所の伊方

発電所安全運営委員会等を開催し，その内容を審議し，その審議結果は，業務へ反映

させる。 

 

（２）設計及び運転等の品質保証活動 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を品質マニュアルに従い，その重要度

に応じて実施している。また，製品及び役務（以下「調達物品等」という。）を調達す

る場合は，供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項を提示し，

調達物品等の重要度に応じた調達管理を行うとともに，調達物品等が調達要求事項を

満足していることを，検査及び試験等により確認している。なお，許認可申請等に係

る解析業務を調達する場合は，解析業務に係る調達要求事項を追加して調達管理を行

っている。 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行するため，品質マニュア

ルに従い，関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し，実施し，評価

を行い，継続的に改善している。また，調達物品等を調達する場合は，設計及び工事

と同様に管理している。 

各業務を主管する組織の長は，設計及び運転等において不適合が発生した場合，不

適合を除去し，再発防止のために原因を特定した上で，原子力の安全に及ぼす影響に

各業務を主管する組織の長は，品質方針に従い，品質保証活動の計画，実施，評価

及び改善を行い，その活動結果について，実施部門の品質マネジメントシステム管理

責任者である原子力本部長がマネジメントレビューに用いる情報として社長へ報告

している。 

各業務を主管する組織の長は，業務の実施に際して，業務に対する要求事項を満足

するように定めた社内規定に基づき，責任をもって個々の業務を実施し，要求事項へ

の適合及び品質保証活動の実効性を実証するために必要な記録を作成し，管理してい

る。 

考査室原子力監査担当部長は，監査部門の品質マネジメントシステム管理責任者と

して，実施部門から独立した立場で内部監査を実施し，監査結果をマネジメントレビ

ューに用いる情報として社長へ報告している。 

社長は，報告されたマネジメントレビューに用いる情報の内容を基にマネジメント

レビューを実施し，品質方針の見直しや品質保証活動の改善のための指示を行ってい

る。 

本店の原子力発電所品質保証委員会では，第 5.1図に示す原子力関係組織（考査室

原子力監査担当を除く。）の品質マネジメントシステムの実効性をレビューする。ま

た，伊方発電所の伊方発電所品質保証運営委員会による発電所レビューでは，伊方発

電所の品質マネジメントシステムの実効性をレビューする。 

 

これらのレビュー結果により保安規定や社内規定を改正する必要がある場合は，別

途，本店の原子力発電安全委員会，原子力発電所品質保証委員会，伊方発電所の伊方

発電所安全運営委員会等を開催し，その内容を審議し，その審議結果は，業務へ反映

させる。 

 

（２）設計及び運転等の品質保証活動 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を品質マニュアルに従い，その重要度

に応じて実施している。また，製品及び役務（以下「調達物品等」という。）を調達す

る場合は，供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項を提示し，

調達物品等の重要度に応じた調達管理を行うとともに，調達物品等が調達要求事項を

満足していることを，検査及び試験等により確認している。なお，許認可申請等に係

る解析業務を調達する場合は，解析業務に係る調達要求事項を追加して調達管理を行

っている。 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行するため，品質マニュア

ルに従い，関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業務を計画し，実施し，評価

を行い，継続的に改善している。また，調達物品等を調達する場合は，設計及び工事

と同様に管理している。 
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6 

令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

応じた是正処置等を実施している。また，調達物品等を調達する場合は，供給者にお

いても不適合管理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し，不適合が発生した場合

には，各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認している。 

上記のとおり，品質マニュアルを定めた上で，品質保証活動に必要な文書を定め，

調達管理を含めた品質保証活動に関する計画，実施，評価及び改善を実施する仕組み

及び役割を明確化した体制を構築している。 

 

５．教育・訓練 

原子力部門の技術者は，原則として入社後一定期間，伊方発電所において，原子力発

電所の仕組み，放射線管理等の基礎教育・訓練，機器配置及びプラントシステム等の現

場教育・訓練を受け，原子力発電に関する基礎知識を習得する。 

伊方発電所の技術者の教育・訓練は，当社原子力保安研修所のほか，国内の原子力関

係機関（株式会社原子力発電訓練センター等）において，各職能，目的に応じた実技訓

練や机上教育を計画的に実施し，一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努めている。 

 

また，伊方発電所においては，原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上さ

せるため，保安規定に基づき対象者，教育内容及び教育時間等について教育の実施計画

を立て教育を実施する。 

本変更に係る業務に従事する技術者，事務系社員及び協力会社社員に対しては，各役

割に応じた自然災害等発生時，重大事故等発生時，原子炉建屋等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維

持と知識の向上を図るため，計画的かつ継続的に教育訓練を実施する。 

 

６．有資格者等の選任・配置 

発電用原子炉毎に発電用原子炉主任技術者を選任し，発電用原子炉施設の運転に関し

保安の監督を誠実かつ最優先に行い，保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性

を確保した上で配置している。 

発電用原子炉主任技術者は，原子炉主任技術者免状を有する者のうち，発電用原子炉

施設の工事又は施設管理に関する業務，運転に関する業務，設計に係る安全性の解析及

び評価に関する業務，燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を３年以上有する

者の中から職務遂行能力を考慮した上で選任する。 

発電用原子炉主任技術者が他の職位と兼務する場合は，保安に関する職務からの判断

と発電用原子炉主任技術者としての判断が相反する職務とならない特別管理者である，

品質保証部長，品質保証課長，保安管理課長，人材育成課長又は安全管理部長の職位と

することで，相反性を確実に排除できる。また，発電用原子炉主任技術者不在時におい

ても，発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう，代行者を発電用

原子炉主任技術者の選任要件を満たす特別管理者から選任し，職務遂行に万全を期して

いる。 

応じた是正処置等を実施している。また，調達物品等を調達する場合は，供給者にお

いても不適合管理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し，不適合が発生した場合

には，各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認している。 

上記のとおり，品質マニュアルを定めた上で，品質保証活動に必要な文書を定め，

調達管理を含めた品質保証活動に関する計画，実施，評価及び改善を実施する仕組み

及び役割を明確化した体制を構築している。 

 

５．教育・訓練 

原子力部門の技術者は，原則として入社後一定期間，伊方発電所において，原子力発

電所の仕組み，放射線管理等の基礎教育・訓練，機器配置及びプラントシステム等の現

場教育・訓練を受け，原子力発電に関する基礎知識を習得する。 

伊方発電所の技術者の教育・訓練は，当社原子力保安研修所のほか，国内の原子力関

係機関（株式会社原子力発電訓練センター等）において，各職能，目的に応じた実技訓

練や机上教育を計画的に実施し，一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努めている。 

 

また，伊方発電所においては，原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上さ

せるため，保安規定に基づき対象者，教育内容及び教育時間等について教育の実施計画

を立て教育を実施する。 

本変更に係る業務に従事する技術者，事務系社員及び協力会社社員に対しては，各役

割に応じた自然災害等発生時，重大事故等発生時，原子炉建屋等への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等発生時の対応に必要となる技能の維

持と知識の向上を図るため，計画的かつ継続的に教育訓練を実施する。 

 

６．有資格者等の選任・配置 

発電用原子炉毎に発電用原子炉主任技術者を選任し，発電用原子炉施設の運転に関し

保安の監督を誠実かつ最優先に行い，保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性

を確保した上で配置している。 

発電用原子炉主任技術者は，原子炉主任技術者免状を有する者のうち，発電用原子炉

施設の工事又は施設管理に関する業務，運転に関する業務，設計に係る安全性の解析及

び評価に関する業務，燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を３年以上有する

者の中から職務遂行能力を考慮した上で選任する。 

発電用原子炉主任技術者が他の職位と兼務する場合は，保安に関する職務からの判断

と発電用原子炉主任技術者としての判断が相反する職務とならない特別管理者である，

品質保証部長，品質保証課長，保安管理課長，人材育成課長又は安全管理部長の職位と

することで，相反性を確実に排除できる。また，発電用原子炉主任技術者不在時におい

ても，発電用原子炉施設の運転に関し保安上必要な指示ができるよう，代行者を発電用

原子炉主任技術者の選任要件を満たす特別管理者から選任し，職務遂行に万全を期して

いる。 
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令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

運転責任者は，原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し，原子炉

の運転を担当する当直の責任者である当直長の職位としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転責任者は，原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し，原子炉

の運転を担当する当直の責任者である当直長の職位としている。 
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令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

 

第 5.1表 原子力本部の原子力部及び伊方発電所並びに 

土木建築部の技術者及び有資格者の人数 

 

 

（令和４年７月１日現在） 

 

技術者の総

人数 

技術者の

うち特別

管理者の

人数※ 

技術者のうち有資格者の人数 

原子炉主任

技術者有資

格者の人数 

第一種放射

線取扱主任

者有資格者

の人数 

運転責任者

の基準に適

合した者の

人数 

第一種ボイ

ラー・ター

ビン主任技

術者有資格

者の人数 

第一種電気

主任技術者

有資格者の

人数 

原子力部 55 13 ５ 22 ０ ０  ２  

土木建築部 49 ９ ０ ０ ０ ０  ０  

伊方発電所 312 34 ８ 33 14 ４  ８  

  ※:特別管理者は，技術者としての経験年数 10年以上を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1表 原子力本部の原子力部及び伊方発電所並びに 

土木建築部の技術者及び有資格者の人数 

 

 

（令和４年７月１日現在） 

 

技術者の総

人数 

技術者の

うち特別

管理者の

人数※ 

技術者のうち有資格者の人数 

原子炉主任

技術者有資

格者の人数 

第一種放射

線取扱主任

者有資格者

の人数 

運転責任者

の基準に適

合した者の

人数 

第一種ボイ

ラー・ター

ビン主任技

術者有資格

者の人数 

第一種電気

主任技術者

有資格者の

人数 

原子力部 55 13 ５ 22 ０ ０ ２ 

土木建築部 49 9 ０ ０ ０ ０ ０ 

伊方発電所 312 34 ８ 33 14 ４ ８ 

  ※:特別管理者は，技術者としての経験年数 10年以上を有している。 
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令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

 

 

 

（本　店）

管理責任者（考査室原子力監査担当部長）

考査室原子力監査担当部長

社 長

管理責任者（原子力本部長）

原子力発電安全委員会

原子力部原子燃料サイクル部長

原子力保安研修所長

※

土木建築部長

資材部長

原子力本部長

原子力部発電管理部長

→

　
原子力部長

 

 

第 5.1図 原子力関係組織(1/2)（令和４年７月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本　店）
品質マネジメントシステム
管理責任者（考査室原子力監査担当部長）

考査室原子力監査担当部長

社 長
品質マネジメントシステム
管理責任者（原子力本部長）

原子力発電安全委員会

原子力部原子燃料サイクル部長

原子力保安研修所長

※

土木建築部長

資材部長

原子力本部長

原子力部発電管理部長

→

　
原子力部長

 

 

第 5.1図 原子力関係組織(1/2)（令和４年７月１日現在） 
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令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

 

 

（発電所）

ボイラー・タービン
主任技術者
電気主任技術者

伊方発電所安全運営委員会

発電所長※→

品質保証課長

保安管理課長

定検検査課長

人材育成課長

安全技術課長

放射線・化学管理課長

施設防護課長

発電課長 発電課当直長

保修統括課長

機械計画第一課長

機械計画第二課長

電気計画課長

設備改良工事課長

土木建築保守課長

品質保証部長

安全管理部長

発 電 部 長

保 修 部 長

土木建築部長

土木建築工事課長

計装計画課長

発電用原子炉主任技術者（注）

（注）発電用原子炉主任技術者は，
    原子力本部長が選任を行う。

プロセス管理課長

原子燃料課長

総務課長総務広報部長

 

 

第 5.1図 原子力関係組織(2/2)（令和４年７月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所）

ボイラー・タービン
主任技術者
電気主任技術者

伊方発電所安全運営委員会

発電所長※→

品質保証課長

保安管理課長

定検検査課長

人材育成課長

安全技術課長

放射線・化学管理課長

施設防護課長

発電課長 発電課当直長

保修統括課長

機械計画第一課長

機械計画第二課長

電気計画課長

設備改良工事課長

土木建築保守課長

品質保証部長

安全管理部長

発 電 部 長

保 修 部 長

土木建築部長

土木建築工事課長

計装計画課長

発電用原子炉主任技術者（注）

（注）発電用原子炉主任技術者は，
    原子力本部長が選任を行う。

プロセス管理課長

原子燃料課長

総務課長総務広報部長

 
 

第 5.1図 原子力関係組織(2/2)（令和４年７月１日現在） 
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令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可 
令和 3年 7月 15日付け原子力発第 21162号 設置変更許可申請 

（令和 5年 2月 20日付け原子力発第 22437号 設置変更許可補正申請反映） 
備  考 

 

 

 

【本部長】
原子力防災管理者（所長）

情報連絡班 ・災害対策本部（高松）および災害対策本部（松山）

との指令受理

・各災害対策本部との情報伝達

・各班情報の収集

・国および愛媛県、伊方町、山口県への情報連絡

・原子力災害合同対策会議における情報の交換
・ＳＰＤＳのデータが伝送されていることの確認

報　道　班 ・特定事象が発生した場合における当該特定事象に関
　する広報

・周辺市町、警察署、消防本部、海上保安部等への
　情報連絡

運　転　班 ・事故状況の把握

・事故拡大防止に必要な運転上の措置
・発電所施設の保安維持

調査復旧班 ・事故状況の把握評価

・事故影響範囲の推定

・事故拡大防止対策の検討

・応急復旧計画の樹立およびこれに基づく措置

・事故復旧計画の樹立
・施設設備の整備および点検ならびに応急の復旧
・特に困難な原子力事業所災害対策の実施
 （原子力緊急事態支援組織）

技術支援班 ・発電所内外の放射線・放射能の状況把握

・被ばく管理、汚染管理、原子力災害医療の実施

・放射性物質による汚染の除去

・他の原子力事業者からの応援者との連絡調整

発電用原子炉主任技術者

（ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ派遣） ・原子力災害合同対策協議会における情報の交換
・内閣総理大臣、原子力規制委員会、関係地方公共団

体の長その他関係者との連絡調整
・原子力災害合同対策協議会における緊急事態応急
　対策および原子力災害事後対策についての相互の協
　力

【総括】
原子力防災管理者が
指名した者

総務班 ・所内への周知、避難誘導・救護・警備対策

・原子力災害医療の実施

・食料、被服、宿泊の調達手配
・資機材の輸送調達

・被災者相談窓口の設置

消防班 ・火災発生時の消火活動
・消防機関との連絡調整
・消防署員の火災現場への誘導
・火災現場からの被災者の救出

 

 

第 5.2図 原子力防災組織（令和４年７月１日現在） 

 

 

 

 

【本部長】
原子力防災管理者（所長）

情報連絡班 ・災害対策本部（高松）および災害対策本部（松山）

との指令受理

・各災害対策本部との情報伝達

・各班情報の収集

・国および愛媛県、伊方町、山口県への情報連絡

・原子力災害合同対策会議における情報の交換
・ＳＰＤＳのデータが伝送されていることの確認

報　道　班 ・特定事象が発生した場合における当該特定事象に関
　する広報

・周辺市町、警察署、消防本部、海上保安部等への
　情報連絡

運　転　班 ・事故状況の把握

・事故拡大防止に必要な運転上の措置
・発電所施設の保安維持

調査復旧班 ・事故状況の把握評価

・事故影響範囲の推定

・事故拡大防止対策の検討

・応急復旧計画の樹立およびこれに基づく措置

・事故復旧計画の樹立
・施設設備の整備および点検ならびに応急の復旧
・特に困難な原子力事業所災害対策の実施
 （原子力緊急事態支援組織）

技術支援班 ・発電所内外の放射線・放射能の状況把握

・被ばく管理、汚染管理、原子力災害医療の実施

・放射性物質による汚染の除去

・他の原子力事業者からの応援者との連絡調整

発電用原子炉主任技術者

（ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ派遣） ・原子力災害合同対策協議会における情報の交換
・内閣総理大臣、原子力規制委員会、関係地方公共団

体の長その他関係者との連絡調整
・原子力災害合同対策協議会における緊急事態応急
　対策および原子力災害事後対策についての相互の協
　力

【総括】
原子力防災管理者が
指名した者

総務班 ・所内への周知、避難誘導・救護・警備対策

・原子力災害医療の実施

・食料、被服、宿泊の調達手配
・資機材の輸送調達

・被災者相談窓口の設置

消防班 ・火災発生時の消火活動
・消防機関との連絡調整
・消防署員の火災現場への誘導
・火災現場からの被災者の救出

 

 

第 5.2図 原子力防災組織（令和４年７月１日現在） 

 

別  紙 



伊方発電所３号炉 設置変更許可申請書 添付五 比較表 
 

12 

令和 5年 2月 8日付け原規規発第 2302083号 設置変更許可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.3図 原子力発電所品質保証文書体系（令和４年７月１日現在） 

 

 

一
次
文
書

二
次
文
書

伊方発電所原子炉
施設保安規定
（QA-P）

原子力発電所品質保証規
程(QA-M)

原子力監査担当 共　通 原子力部

原子力発電所品質保証委員
会運営要領
(QA-G-M-1)

原子力発電安全委員会運営
要領(QA-G-M-2)

書類等管理標準
(QA-G-M-4)

品質保証運営委員会運営標準
(QA-G-M-3)

文書・品質記録管理内規
(QA-HK-5)

品質保証運営委員会運営内
規(QA-HK-4)

訓練活用情報検討会運営内
規(QA-HK-7)

保修訓練内規
(QA-HK-1)

運転訓練内規
(QA-HK-2)

品質保証運営委員会運営
標準(QA-DK-2)

文書・品質記録管理内規
(QA-I-M-1)

設備の重要度分類管理内規
(QA-I-M-5)

安全運営委員会運営内規
(QA-I-M-6)

品質保証運営委員会運営内規
(QA-I-M-7)

教育訓練内規(QA-I-M-3)

燃料管理内規(P-F-01)

炉心管理内規(P-F-02)

放射線管理総括内規(P-RC-01)

運転総括内規(P-H-01)

緊急時対応内規(P-H-10)

施設管理内規(P-M-01)

工事管理内規(P-M-02)

化学管理総括内規(P-C-01)

防災計画（原子力災害編）
(P-T-01)

設計管理内規(QA-I-P-1)

調達管理内規(QA-I-P-2)

検査管理内規(QA-I-M-4)

品質保証総括内規(QA-I-M-10)

火災防護計画(P-B-10)

溢水対応内規(P-B-20)

自然災害対応内規(P-B-30)

設計／調達管理標準
（原子力発電所）(QA-DK-1)

改善措置活動管理内規
(QA-HK-6)

伊方発電所異常時措置連絡要
領(QA-G-P-1)

伊方発電所非常事態対策要領
(QA-G-P-2)

設計／調達管理標準
(QA-G-P-3)

新知見情報等の収集及び分
析・評価標準(QA-G-P-4)

原子力発電所内部品質監査要
領(QA-A)

原子炉施設の高経年化対策
検討要領(QA-G-P-5)

高経年化対策検討標準
(QA-G-P-7)

原子力保安研修所 土木建築部 伊方発電所

原子力発電所品質保証基準
(QA-H)

原子力発電所安全文化育成
および維持活動要領
(QA-G-M-5)

改善措置活動管理標準
(QA-G-P-8)

廃止措置管理内規(P-D-01)

有毒ガス対応内規(P-B-40)
確率論的リスク評価内規
(QA-HK-8)

別  紙 
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第 5.3図 原子力発電所品質保証文書体系（令和４年７月１日現在） 

 

 

 

一
次
文
書

二
次
文
書

伊方発電所原子炉
施設保安規定
（QA-P）

原子力発電所品質保証規
程(QA-M)

原子力監査担当 共　通 原子力部

原子力発電所品質保証委員
会運営要領
(QA-G-M-1)

原子力発電安全委員会運営
要領(QA-G-M-2)

書類等管理標準
(QA-G-M-4)

品質保証運営委員会運営標準
(QA-G-M-3)

文書・品質記録管理内規
(QA-HK-5)

品質保証運営委員会運営内
規(QA-HK-4)

訓練活用情報検討会運営内
規(QA-HK-7)

保修訓練内規
(QA-HK-1)

運転訓練内規
(QA-HK-2)

品質保証運営委員会運営
標準(QA-DK-2)

文書・品質記録管理内規
(QA-I-M-1)

設備の重要度分類管理内規
(QA-I-M-5)

安全運営委員会運営内規
(QA-I-M-6)

品質保証運営委員会運営内規
(QA-I-M-7)

教育訓練内規(QA-I-M-3)

燃料管理内規(P-F-01)

炉心管理内規(P-F-02)

放射線管理総括内規(P-RC-01)

運転総括内規(P-H-01)

緊急時対応内規(P-H-10)

施設管理内規(P-M-01)

工事管理内規(P-M-02)

化学管理総括内規(P-C-01)

防災計画（原子力災害編）
(P-T-01)

設計管理内規(QA-I-P-1)

調達管理内規(QA-I-P-2)

検査管理内規(QA-I-M-4)

品質保証総括内規(QA-I-M-10)

火災防護計画(P-B-10)

溢水対応内規(P-B-20)

自然災害対応内規(P-B-30)

設計／調達管理標準
（原子力発電所）(QA-DK-1)

改善措置活動管理内規
(QA-HK-6)

伊方発電所異常時措置連絡要
領(QA-G-P-1)

伊方発電所非常事態対策要領
(QA-G-P-2)

設計／調達管理標準
(QA-G-P-3)

新知見情報等の収集及び分
析・評価標準(QA-G-P-4)

原子力発電所内部品質監査要
領(QA-A)

原子炉施設の高経年化対策
検討要領(QA-G-P-5)

高経年化対策検討標準
(QA-G-P-7)

原子力保安研修所 土木建築部 伊方発電所

原子力発電所品質保証基準
(QA-H)

原子力発電所安全文化育成
および維持活動要領
(QA-G-M-5)

改善措置活動管理標準
(QA-G-P-8)

廃止措置管理内規(P-D-01)

有毒ガス対応内規(P-B-40)
確率論的リスク評価内規
(QA-HK-8)
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